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伝国の杜 2011.3 

伝国の杜のご利用について 

 

博物館教育普及担当（0238-26-8001）まで事前にご連絡ください。下見見学や打合せなどの日程を

調整いたします。 

 

◆利用の種類と申し込みについて 

 

１．博物館・ホールの施設見学 

社会科見学や町発見などにおける施設の見学ができます。 

利用日の１週間前までにご予約ください。 

＊ ホールが使用されている場合は見学できないこともあります。ご予約の際ご確認ください。 

 

２．博物館の展示室観覧 

  社会科見学、修学旅行、遠足や総合学習などの必要に応じて展示観覧ができます。 

利用日の１週間前までにご予約ください。 

  （常設展示、企画展示とも料金免除制度があります。詳しくは P3『減免について』 

をご覧ください。） 

 

３．ミュージアムスクール 

  授業の場を博物館・ホールに移し、専門員（学芸員・事業企画員）との連携で授業を展開すること

ができます。 

学校との事前打合せにより授業を構築していきますので、なるべく事前（約１ヶ月前まで）にご相

談ください。  

 

４．出前授業  

  事前の学校との打合せにより授業を構築するもので、専門員（学芸員・事業企画員）が学校に出向

きます。 

  また、アーティストとの連携による授業や演奏などもご紹介できます。（別途経費がかかる場合があ

ります。） 

なるべく事前（約１ヶ月前まで）にご相談ください。 

＊別途派遣申請を提出していただくことになります。 

 

５．プレイショップ利用（体験学習室） 

  常設の体験学習室が利用できます。（体験学習室は無料ゾーンです。いつでもご利用ください。）30

人程度は１度に入室できますが、それ以上の場合はご相談ください。 

※ただし、毎月第４金曜日（ツール整備日）、ワークショップ開催日はご利用になれま 

米沢市上杉博物館 置賜文化ホール 

過 去 の 事 例 を 伝 国 の 杜 Ｈ Ｐ で ご 覧 い た だ け ま す 。
http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/ 
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せん。年間スケジュールを確認の上ご来館ください。 

 

６．情報ライブラリー利用 

  常設の情報ライブラリーが利用できます。常時約 23,000 冊の書籍をご覧いただくことができます。

（情報ライブラリーは無料ゾーンです。いつでもご利用ください。） 

 

７．勤労体験 

  博物館・ホールでの仕事が体験できます。 

  事前にご相談ください。（時期により申込者が複数重なることがあります。少なくとも１ヶ月前には

ご連絡ください。） 

 

８．その他（Ｑ＆Ａ） 

  

Ｑ.バスを駐車できますか？ 

      Ａ．伝国の杜駐車場にはバスの駐車スペースはありません。上杉城史苑の北側の「お 

祭り広場駐車場」をご利用ください。 

Ｑ.お弁当を食べる場所はありますか？ 

   Ａ．通常は伝国の杜前芝生、伝国の杜ピロティ（庇の下）をご利用いただけます。 

     （特にイベント等で使用していない場合） 

            館内でのお弁当休憩場所をご希望の場合は会議室等の借り上げが必要となりますので       

お問い合わせください。 

Ｑ. 見学・体験の様子を撮影できますか？ 

   Ａ．常設展示室は表示のある場所を除き、フラッシュなしで撮影ができます。 

     企画展示室は通常写真撮影をご遠慮頂いておりますので、記録写真をご希望の 

場合は総合案内へお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝国の杜からのお願い 

■ 短時間でより充実した体験をしていただくために、利用の目的を明確にしていただくことをお

願いしております。 

■ 事前に博物館やホールでのマナーを学んできてくださることをお願いしております。 

■ ご多忙の中、事前打合せはご負担になるかと思いますが、よりよい内容を構築するためにご協

力お願いいたします。 

■ 展示室内のメモには鉛筆のご利用をお願いします。（シャープペン、ボールペン不可） 
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学校利用の減免について 

 

米沢市内・置賜地区小中学校が博物館を利用される場合は、常設展示・企画展示ともに入館料が全額ま

たは半額の減免となります。 

ご利用の際は、「減免申請」が必要となりますので、米沢市上杉博物館教育普及担当（０２３８－２６－

８００１）までご連絡ください。（ご利用の 1週間前までご連絡いただければ幸いです。） 

 

 

減免に該当する範囲 

    ■米沢市内小中学校     ⇒ 全額減免 

    ■市外置賜地域小中学校   ⇒ 半額減免   

（南陽市・長井市・高畠町・川西町・白鷹町・飯豊町・小国町） 

 

＊クラブ活動、学校授業の一環としての宿題として個別に来館するなどの場合は別途ご相談ください。 

！ 


